
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地方公務員共闘会議（議長：佐藤淳一

岩教組委員長）は、８月22日に提出した2017

県人勧要求書に対する検討状況を質すととも

に、現場で踏んばる職員に報いる改善勧告実現

に向けて、９月19日職員課長交渉を皮切りに、

交渉をスタートさせる。９月19日の交渉項目

は下表のとおり。人事委員会は職員の切実な訴

えを受け止め、改善勧告を行うべきだ。９月26日の事務局長交渉をヤマ場と設定する。

人事委員会の見解次第では、更なる闘争配置も検討する。組合員の結集をお願いする。 

 

 

 

要求課題 地公共闘の要求事項 交渉項目 

月例給・一時金 ４年連続の引上げ勧告実現。月例給は

全世代へのプラス改定を、一時金は少

なくとも国並みの改定を求める。 

・勧告作業の進捗状況、勧告時期。 

・公民較差の動向、及び較差発生時

の較差解消の考え方。 

高齢層職員の処遇

改善 

2019年３月までの給与制度の総合的見

直しの現給保障措置について、勤務意

欲維持のため、全員解消まで現給保障

を維持すべき。 

・勤務意欲確保のための給与改善の

考え方。 

・現給保障対象者の動向をどう分析

し、対応しようとしているか。 

通勤手当の改善 継続課題である高速道路利用に係る通

勤手当の負担解消、パーク＆ライド通

勤時の駐車場料金への手当措置、65㎞

以上の距離区分の新設等の実現。 

・遠距離通勤者に係る職員負担解消

に向けての具体的な検討状況は。 

・要求事項についてどこまで踏み込

んで勧告・報告に盛り込む考えか。 

９月 19 日（火）人事委員会職員課長交渉 

９月 26 日（火）人事委員会事務局長交渉 

       （ヤマ場を想定） 

10 月２日（月）人事委員長交渉（最終局面） 
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県人勧の改善勧告

に向け、19日に第

１弾・人事委員会

職員課長交渉！要
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 ９月８日、公務労協は、８月17日に内閣人事局が「国家公務員の退職手当引下げに係る基本姿勢（人

事院見解どおり87万１千円の較差解消のため、国家公務員の退職手当を引き下げ）」及び「支給水準の

見直しでは、調整率の引下げによる基本額の引下げにより実施する」との方針を踏まえ、調整率見直し

を巡り再交渉した。内閣人事局・植田人事政策統括官は、現行の調整率（100分の87）について、的確

に官民均衡をはかる観点から、調整率を100分の83.7とする方針を示した。 

 これに対し、公務労協は、経過措置の設定を強く求めるとともに、退職手当の賃金後払い、生活保障

の要素を強く訴え、次回の国家公務員制度改革大臣交渉時での再考を強く求めた。 

これで国家公務員退職手当引下げの全貌が明らかとなった。自治労では地方公務員への波及阻止に向

けて取り組みを強化することにしているが、県地公共闘では確定闘争期に手当引下げ阻止に向けた第２

波行動を早急に検討し、当局交渉に向けて取り組みを強化する。組合員の結集をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 ９月８日、当局は任期付職員の任期の定めのない職員の選考採用に係る最終合格者を発表した。欠員

の早期解消や、業務経験等を活かす観点から、希望者全員の採用を求めていただけに不満が残る結果と

なった。しかし、一般事務５人・総合土木若干名の募集時の採用予定数を上回る結果となったことは、

６月に全支部・137分会での職場決議の一定の成果ともいえる。引き続き処遇改善に全力を挙げる。 

要求課題 地公共闘の要求事項 交渉項目 

住居手当の改善 沿岸部を中心に民間賃貸住宅の家賃高

騰を踏まえ、住居手当の改善を求める。 

・民間賃貸住宅に居住する職員が増

加。手当改善をどう考えるか。 

休暇制度の拡充 学校行事等の特別休暇の新設、家族の

介護等の両立支援策の充実、不妊治療

に係る休暇制度の改善を求める。 

・両立支援策の更なる充実はどうか。 

・不妊治療と仕事との両立支援のた

めの一層の対策を考えているか。 

長時間労働の是正 実効力ある適正な勤務時間管理の徹底

はもとより、超勤縮減してもなお長時

間労働が継続している職場への業務量

に応じた要員確保を各任命権者に求め

るよう人事委員会としての積極的措置

を求める。 

・人事委員会としての労働基準監督

権限の強化、適正な勤務時間管理の

徹底のための対策はどうか。 

・長時間労働の実態を踏まえた業務

量に応じた要員確保の必要性をどう

考えているか。 


